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２０２２年財政援助団体等監査の結果について 

 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定による監査並びに同条第１項、第２項及び第５項の

規定による主管部課の監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果の報告書

を提出します。 

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、

同条第１４項の規定により通知願います。 
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２０２２年財政援助団体等監査結果報告書 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第７項の規定による監査並びに同条第１項、第２項及び第５項

の規定による主管部課の監査 
なお、本監査は町田市監査基準に準拠して実施した。 

 
２ 監査の対象 

（１）対象団体等 

団体名称 補助金名称 主管部課 

社会福祉法人  
町田市福祉サービス協会 

（町田市外郭団体） 

高齢者福祉施設コモンズ整備事業

補助金 
いきいき生活部  
いきいき総務課 

町田市保育所等運営費加算補助金                                    
                                  

子ども生活部 
保育・幼稚園課                                   

社会福祉法人 まちのひ 
町田市障がい者日中活動系サービ

ス推進事業運営費補助金 
地域福祉部 
障がい福祉課 

 

（２）対象事務 

２０２１年度（必要に応じて２０２２年度及び２０２０年度以前を含む。）に執行さ

れた補助金に係る出納その他の事務 
 
３ 監査の着眼点 

監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次表のとおり設定した。 
重要リスク 監査の着眼点 

（１）補助金の交付目的が達成

されないリスク 
ア 補助金の交付申請、実績報告は適正に行われ

ているか 
イ 補助対象事業は、計画に従って実施され、十

分効果が上げられているか 
ウ 補助金が補助対象事業以外に流用されていな

いか 
エ 市は、補助金の効果及び履行の確認を、実績

報告書等により行っているか 
（２）補助金に係る経理が適正

に処理されないリスク 
 

ア 補助金に係る収支会計経理は適正に行われて

いるか 
イ 出納関係帳簿の整備、記帳は適正に行われ、

領収書類の整備、保存は適切になされているか 
（３）市が不正・不要な支出を

行うリスク 
ア 補助金の額の算定、交付方法、時期、手続等

は適正か 
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４ 監査の実施内容 

出納関係帳簿、関係書類の閲覧、証ひょう等の突合を行ったほか、対象団体及び主管

部課の職員に対して質問を行った。 
 

５ 監査の期間及び実施場所 

２０２２年７月２７日から２０２２年１１月２８日まで町田市庁舎及び町田生活実習

所で監査を実施した。 
 

６ 監査の結果 

監査を実施したところ、事務がおおむね適正に執行されていることを確認した。 

なお、一部の改善、検討を要すると思料される事項について、町田市監査基準第１４

条に基づき、対象部の長から弁明、見解等を聴取したので、指摘及び意見を以下に述べ

る。 

【指摘】とは、是正・改善を必要とする事項であり、【意見】とは、改善の検討を要望

する事項である。 
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（１） 社会福祉法人町田市福祉サービス協会 

＜団体の概要＞ 

名 称 社会福祉法人町田市福祉サービス協会 

設 立 年 月 日 ２００２年３月１日 

所 在 地 町田市森野四丁目８番３９号 

設 立 根 拠 法 令 社会福祉法 

基 本 財 産 
１２０，０００,０００円 

（うち町田市出えん金１０，０００，０００円） 

設 立 目 的 

 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的

に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人

の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 内 容 

１ 自主事業：特別養護老人ホーム１か所。保育所１か所。

介護保険デイサービスセンター４か所。介護保険ショート

ステイ１か所。ヘルパーステーション２か所。介護保険居

宅介護支援事業所３か所。健康増進事業。会員制在宅福祉

サービス事業。  

２ 町田市指定管理者：高齢者福祉センター１か所。高齢者

在宅サービスセンター２か所。  

３ 町田市受託事業：高齢者支援センター２か所。あんしん

相談室２か所。 
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＜補助金の概要＞ 

名 称 高齢者福祉施設コモンズ整備事業補助金 

補 助 金 交 付 要 綱 高齢者福祉施設コモンズ整備事業補助金交付要綱 

 

制 定 年 月 日 

２００３年１０月１日 

（注）２０１７年１０月２５日に廃止となったが、廃止前の

高齢者福祉施設コモンズ整備事業補助金交付要綱の規定によ

り補助金の交付の決定を受けた事業については、なおその効

力を有する。 

補 助 目 的 

社会福祉法人町田市福祉サービス協会が設置する高齢者福

祉施設コモンズの建設に要する経費について補助を行うこと

に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の福祉の増進

を図ることを目的とする。 

補助対象事業 

協会が町田市森野四丁目２４８番２外に設置する次に掲げる

施設の整備事業で、東京都の老人福祉施設等施設整備費及び

設備整備費補助事業として補助の内示を受けたもの 

１ 老人福祉法第１５条第２項に規定する老人デイサービス

センター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター 

２ 老人福祉法第１５条第４項に規定する特別養護老人ホー     

 ム 

補助対象経費 

１ 施設整備費 

（１） 建設費 

(２)  工事事務費 

２ 設備整備費 

３ 法人事務費 

４ 上記１～３に掲げる経費に充てるための独立行政法人福

祉医療機構からの借入金に係る償還金及び利子 

補助金の交付額 
別表に定める補助金算定基準表により算定した額と実経費と

を比較して少ない方の額から東京都補助金を差し引いた額 

補 助 金 交 付 額 

（２０２１年度） 
２１，７８０，２４５円 

 

 

（別表）補助金算定基準表 

１ 施設整備費 
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種別 算定基準 基準単価（円） 

特別養護老人ホーム ４，１０４．８６m２ ２８６，６３８ 

ヘルパーステーション ５０．０６m２ 

ショートステイ ６６３．２７m２ 

地域交流スペース（防災拠点

型） 

４１１．２１m２ 

デイサービスセンター（標準

型） 

３２９．６３m２ 

デイサービスセンター（認知

症型） 

１１０．３７m２ 

在宅介護支援センター ４８．０６m２ 

工事事務費 １施設 ６０，７１０，０００ 

２ 設備整備費 

種別 算定基準 基準単価（円） 

初度備品 １施設 １２９，９１８，１００ 

感染症予防対策設備 １０台 ８１，９００ 

３ 法人事務費 

種別 算定基準 基準単価（円） 

法人事務費 １施設 １３，０００，０００ 

４ 前記１から３までに掲げる経費に充てるための独立行政法人福祉医療機構からの借

入金に係る償還金及び利子 

種別 算定基準 基準単価（円） 

独立行政法人福祉医療機構借

入金利子 

１施設 ２０，０００，０００ 

備考 独立行政法人福祉医療機構借入金償還金の額は、前記１から３までに掲げる補助



- 8 - 
 

算定基準表により算定した額と実経費を比較して少ない方の額から東京都補助金並び

に初年度及び次年度の市補助金を差し引いた額とする。 

 

＜補助金交付額の推移＞                       （単位：円）    

 2018年度 

（決算額） 

2019年度 

（決算額） 

2020年度 

（決算額） 

2021年度 

（決算額） 

2022年度 

（予算額） 

補助金交付額 22,020,455 21,940,385 21,860,315 21,780,245 21,700,175 

 

【指摘】補助金の交付手続については、補助金等の予算の執行に関する規則等の規定にの

っとり、適正に行うべきもの 

補助金等の予算の執行に関する規則第５条第１項では、補助金等の交付の申請をしよ

うとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならないと定

め、同規則第６条第１項では、市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、補助事

業等の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金等の交付の決定をしなけれ

ばならないと定めている。 

また、町田市補助金等の交付に関する要綱第１１第１項では、補助事業者等は、補助

金等の交付の決定を受けた場合において、当該補助金等の概算払を請求しようとすると

きは、町田市補助金等概算払交付請求書を市長に提出しなければならないと定めている。 

高齢者福祉施設コモンズ整備事業補助金に係る関係書類の閲覧を行ったところ、補助

金の交付の申請及び交付の決定がされておらず、補助金の概算払いの通知を行い、補助

事業者から概算払の請求書が提出されていた。 

主管部課によれば、当初、建設に要する経費を補助するにあたり、補助事業者から補

助事業承認申請書の提出を受け、補助事業の総額を示した補助事業承認書を交付した後、

補助金交付申請書の提出を受け、補助金の交付決定を行い、概算払の請求を受けていた。 

その後、補助金交付に係る事務処理の見直しを行う中で、当初に補助事業の総額に対

し交付決定をしている場合、毎年度の補助金の交付決定が不要であるとのことから、補

助事業の承認を補助金の交付決定と誤認し、補助金の交付申請、交付決定を行わず概算

払として補助金を交付した。 

補助金の交付申請、交付決定を行わず概算払として補助金を交付したとのことである

が、補助金の概算払は、概算払をすることとした補助金の交付決定に従い補助事業者か

ら概算払の請求を受け、債務金額の確定前に支出するものである。 

また、補助事業の承認を補助事業に係る補助金の交付決定と誤認したとのことである

が、補助金の交付決定は、補助事業者から市長に提出された補助金の交付申請書の内容

が、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し行うものである。 

主管部課は、補助金等の予算の執行に関する規則等の規定にのっとり、補助金の交付

手続を適正に行うべきである。 
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＜補助金の概要＞ 

名 称 町田市保育所等運営費加算補助金 

補 助 金 交 付 要 綱 町田市保育所等運営費加算補助金交付要綱 

 

制 定 年 月 日 ２００２年４月１日 

直 近 の 

改 正 年 月 日 
２０２０年４月１日 

補 助 目 的 

市内の認可保育所、小規模保育事業所及び認定こども園の

運営に要する経費の一部を補助することにより、その保育内

容の向上を図り、もって入所児童の福祉を増進することを目

的とする。 

補 助 対 象 事 業 保育所等を運営する事業 

補 助 対 象 経 費 別表第１に定める経費 

補助金の交付額 別表第１及び別表第２に定めるところにより算出した額 

補 助 金 交 付 額 

（２０２１年度） 
１０，９６１，１７５円 

 

（別表第１） 

補助対象経費及び補助金の算出方法（社会福祉法人町田市福祉サービス協会該当箇所を抜粋） 

補助対象経費 補助対象者 補助単価 算出方法 

一般保育費  

 
独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター

費 

認可保育所

及び小規模

保育事業所

の設置者 

独立行政法人日

本スポーツ振興

センターに対し

補助対象者が支

出した額 

補助単価（年額） 

特別保育費 

  指定保育対策費 
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 延長保育補償費 保育所等の

設置者 

８９，２５０円 補助単価（月額） 

延長保育事業費 保育所等の

設置者 

別表第３に規定

する額 

補助単価（年額） 

長時間延長保育補

償費 

保育所等の

設置者 

７２，６００円 補助単価（月額） 

障がい児保育対策費  

 障がい児保育費 認可保育所

及び小規模

保育事業所

の設置者 

１８３，１５０円 補助単価に各月１日の入所

している障がい児の保育認

定子どもの数を乗じて得た

額の合計額と補助対象経費

に係る実支出額とを比較し

ていずれか少ない方の額（年

額） 

防犯対策費 

  非常通報装置保守点

検費 

保育所等の

設置者 

非常通報装置の

保守点検費用と

して補助対象者

が支出した額 

補助単価（年額） 

給食費徴収事務費 

 給食費徴収事務費 認可保育所

の設置者 

９万円（３歳児

から５歳児まで

の定員の合計が

６１人以上の施

設にあっては、

１５万円） 

補助単価と補助対象経費に

係る実支出額を比較してい

ずれか少ない方の額（年額） 
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（別表第２） 

補助要件及び基準（社会福祉法人町田市福祉サービス協会該当箇所を抜粋） 

補助対象経費 補助要件及び基準 

延長保育補償費 １１時間の開所時間後に１時間以上の延長保育を実施している

こと。 

延長保育事業費 （１） 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号）第４条第１項に規定する保育の認定時間を超えて１時間

以上の保育を当該保育所等において行う事業又は当該事業に支

障がない場合において、認可保育所が行う事業で、次のいずれか

の要件に該当する放課後児童（保護者が労働等により昼間家庭

にいない小学校１年生から３年生までの児童をいう。以下同

じ。）を対象に行うもの（町田市保育所等一時保育事業等補助金

交付要綱（２０１６年４月１日施行）第３第５号に掲げる学童一

時保育事業を除く。）であること。 

ア 放課後児童が、昼間の時間帯において事業を実施する認可

保育所と同一建物内又は同一敷地内で実施する学童保育クラ

ブを利用していること。 

イ 放課後児童が事業を実施する認可保育所を卒園しているこ

と。 

ウ 放課後児童の弟又は妹が事業を実施する認可保育所に入所

していること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、対象とすることを市長

が適当と認める要件 

（２） 対象児童に対し、適宜、間食、給食等を提供すること。 

（３） 延長時間帯に、対象児童数に応じて常時２人以上の保育士

（認定こども園にあっては、保育教諭等）を配置すること。 

（４） 事業を実施するに当たっては、あらかじめ保護者負担額を

設定すること。 
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長時間延長保育補

償費 

１１時間の開所時間後に２時間以上の延長保育を実施するため

の職員体制をとっている保育所等において、延長保育事業費の項

に規定する延長保育事業（２時間延長及び３時間延長に限る。）の

補助の要件を満たさないこと。 

障がい児保育費 （１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づく

身体障害者手帳若しくは東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年

民生局長通知４２民児精発第５８号）による愛の手帳を所持し

ている保育認定子ども又は児童相談所、医療機関その他公的機

関の判定所等により心身障がい児と認められる保育認定子ども

が入所していること。 

（２） 児童相談所、医療機関、福祉事務所、保育所、保護者その

他公的機関の意見により障がい児保育が必要と認められた保育

認定子どもが入所していること。 

給食費徴収事務費 在園する３歳以上の児童（満３歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある児童を除く。）に対し給食を提供し、かつ、

給食費の徴収を行っていること。 

 

（別表第３） 

１ 延長保育事業費に係る算定基準 

保育短時間認定 当該年度の東京都子供・子育て支援交

付金補助要綱に規定するところによ

る。ただし、延長保育料の減免に係る

基準額は、３の表に規定するところに

よる。 

保育短時間認定以外 ２の表に規定するところによる。 

備考 この表において「保育短時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則第４条

第１項の規定による１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）
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の保育必要量を超えて１時間以上の延長保育を実施することが利用者に明示され、利

用時間が３０分を超えることをいう。 

２ 延長保育事業費に係る補助基本額 

平均対象児童

数 

１時間延長（年額） ２時間延長（年額） ３時間延長（年額） 

２人以下 ９０万円 ― ― 

３人以上 

５人以下 

１５０万１，２００円 １６３万８００円 

６人以上 

９人以下 

２１４万２，０００円 ３０１万３，２００円 ３２５万３，２００円 

１０人以上 

１９人以下 

２５２万１，２００円 ４２４万８，０００円 ４７７万７，２００円 

２０人以上 

２９人以下 

３０３万１，２００円 ５８４万１，６００円 ６７３万８００円 

３０人以上 

３９人以下 

３５４万９，６００円 ７４２万４，４００円 ８６８万３，２００円 

４０人以上 

４９人以下 

４０６万８，０００円 ９００万７，２００円 １，０６３万５，６００円 

５０人以上 ４５８万６，４００円 １，０５９万円 １，２５８万８，０００円 

備考 

１ この表において「平均対象児童数」とは、延長保育事業を実施する年度における

週ごとの最も利用児童数の多かった日の合計を当該年度の開所週数で除して得た数

（小数点以下第１位を四捨五入するものとする。）をいう。 

２ この表において「１時間延長」とは、１１時間の開所時間後に１時間以上の延長

保育を実施することが利用者に明示され、利用時間が３０分を超える平均対象児童

数が１人以上いることをいう。 
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３ この表において「２時間延長」とは、１１時間の開所時間後に２時間以上の延長

保育を実施することが利用者に明示され、利用時間が１時間３０分を超える平均対

象児童数が３人以上いることをいう。 

４ この表において「３時間延長」とは、１１時間の開所時間後に３時間以上の延長

保育を実施することが利用者に明示され、利用時間が２時間３０分を超える平均対

象児童数が３人以上いることをいう。 

５ 延長保育事業に係る補助基本額は、延長時間の区分ごとに算定した平均対象児童

数の区分ごとに定める額を合計した額とする。この場合において、３時間延長の対

象となった児童にあっては２時間延長及び１時間延長の対象から、２時間延長の対

象となった児童にあっては１時間延長の対象から除外する。 

６ 前項の規定にかかわらず、３時間延長を実施する場合における延長保育事業に係

る補助基本額は、前項の規定により算定した額と当該年度の平均対象児童数の区分

を３時間延長の平均対象児童数の区分とみなして算定した額とを比較していずれか

少ない方の額とする。 

７ 前項の規定にかかわらず、３時間延長を実施せず、かつ、２時間延長を実施する

場合における延長保育事業に係る補助基本額は、同項の規定により算定した額と当

該年度の平均対象児童数の区分を２時間延長の平均対象児童数の区分とみなして算

定した額とを比較していずれか少ない方の額とする。 

８ 延長保育事業の開始が年度の途中となる場合又は延長保育事業の廃止若しくは中

止が年度の途中になる場合におけるこの表の適用については、平均対象児童数の区

分ごとに定める額を１２で除した額に、延長保育事業の実施月数を乗じて得た額を

当該平均対象児童数の区分ごとに定める額とする。 

３ 延長保育料の減免に係る基準額 

 １時間延長

（月額） 

２時間延長

（月額） 

３時間延長

（月額） 

保育短時間認

定（月額） 

１人当たりの減免基準額 ４，０００円 ６，０００円 ６，８３３円 ６，０００円 

備考 

１ ２の表備考第２項から第４項までの規定（平均対象児童数に係る部分を除く。）は、
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この表の規定において準用する。 

２ 延長保育事業を実施する保育所等が、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

の規定による保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）の規定による支援給付を受けている者、児童福祉法第６条の４に規定す

る里親が属する世帯又は市町村民税非課税世帯に属する延長保育を利用する児童に

ついて、延長保育料の減免（延長保育を利用する児童の保護者が、保育所等の設置

者に対して減免の申請をしたものに限る。）をする場合に適用する。 

３ 補助額は、延長保育を利用する児童１人につき実際に減免した月間合計額と、３

の表に掲げる延長時間の区分ごとに定められた額を比較して少ない額を加算する。 

 

 

＜補助金交付額の推移＞                       （単位：円） 

 2018年度 

（決算額） 

2019年度 

（決算額） 

2020年度 

（決算額） 

2021年度 

（決算額） 

2022年度 

（予算額） 

補助金交付額 6,031,855 5,162,530 10,891,530 10,961,175 7,768,185 
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【指摘】補助金の交付手続については、補助金等の予算の執行に関する規則の規定にのっ

とり、適正に行うべきもの 

補助金等の予算の執行に関する規則第１６条第１項では、補助事業者等は、補助事業

等が完了したとき、当該補助事業等の成果を記載した実績報告書に関係書類を添えて、

市長に報告しなければならないと定め、同規則第１７条では、市長は、実績報告書の提

出を受けた場合は、当該実績報告書の審査により、その報告に係る補助事業等の成果が

補助金等の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認め

るときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければなら

ないと定めている。 

町田市保育所等運営費加算補助金に係る関係書類の閲覧を行ったところ、実績報告書

に当該補助事業の成果が記載されておらず、交付すべき補助金額に関する書類が添付さ

れていなかった。 

主管部課によれば、実績報告書は補助事業の交付決定に対するものであり、補助事業

等の成果の記載欄は様式上になく、あくまで算定の数値及び資料を添付するものである。

実績報告書に添付された実績報告内訳書を審査し、適正に補助金を執行している。 

また、実績報告書に添付された実績報告内訳書における実支出額は、事務の効率化の

観点から３年に一度の実地調査で確認している。 

実績報告書は補助事業の交付決定に対するものであり、補助事業等の成果の記載欄は

様式上になく、あくまで算定の数値及び資料を添付するものであるとのことであるが、

補助金等の予算の執行に関する規則が示す実績報告書は補助事業等の成果を記載する様

式となっている。補助事業等の成果の記載は、補助事業等の目的及び内容に適合してい

るかを確認するためのものであり、社会経済情勢の変化などに着目した検証につなげる

ためにも、補助事業等の成果に対する認識を整理し、評価を行うべきである。 

また、実績報告書の関係書類における実支出額は、事務の効率化の観点から３年に一

度の実地調査で確認しているとのことであるが、実績報告書の審査は、当該補助金等の

額を確定するためのものであることから、提出された関係資料と実支出額を確認する必

要がある。 

主管部課は、補助金等の予算の執行に関する規則の規定にのっとり、補助金の交付手

続を適正に行うべきである。 
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（２） 町田市障がい者日中活動系サービス推進事業運営費補助金  

＜概要＞ 

補 助 金 交 付 団 体 社会福祉法人 まちのひ 

補 助 金 交 付 要 綱 町田市障がい者日中活動系サービス推進事業運営費補助金交付要綱 

 

制 定 年 月 日 ２０１１年４月１日 

直 近 の 

改 正 年 月 日 
２０２０年３月３１日 

補 助 目 的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

３６条第１項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所の

運営に要する経費の一部を補助することにより、サービス事業所の安

定的な運営の促進を図り、もって障がい者の福祉の向上に寄与するこ

とを目的とする。 

補 助 対 象 事 業 
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれかを行

うサービス事業所を運営する事業 

補 助 対 象 経 費 
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれかを行

うサービス事業所を運営する事業に要する経費 

補助金の交付額 
別表の規定により算定した額の合計額と補助対象経費に係る実支出

額とを比較していずれか少ない方の額 

補 助 金 交 付 額 

（２０２１年度） 
１４，９０６，５００円（町田生活実習所分） 

 

（別表） 

区分 要件 補助金の交付額 

基本補助額 次の各号のいずれかに該当するサービス

事業所 

（１） 当該年度から起算して過去３年度

以内に東京都の福祉サービス第三者評

価を受けているサービス事業所 

（２） 当該年度又は前年度に指定を受け

たサービス事業所 

１万７，０００円に各月ご

とにその初日に在籍する障

がい者の数を乗じて得た額

（当該サービス事業所の定

員を超える場合にあって

は、定員の額。以下同じ。）

の合計 
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（３） 前２号に掲げるサービス事業所以

外のサービス事業所 

８，０００円に各月ごとに

その初日に在籍する障がい

者の数を乗じて得た額の合

計 

メニュー選択式

加算額 

次に掲げる要件のうち、３以上の要件を満

たすサービス事業所 

（１） 当該サービス事業所の前年度の末

日における利用者数に対する次に掲げ

る利用者の合計数の割合が３０パーセ

ント以上であること。 

ア 障害支援区分が４（行動関連項目が

１０点以上の者に限る。）から６まで

の者。この場合において、５０歳以上

の利用者については、障害支援区分を

１区分上位として算定すること。 

イ 医療的ケアを要する者 

（２） 当該年度の初日において短期入所

を実施していること。 

（３） 当該年度の初日においてグループ

ホームの支援を行うサービス事業所と

して指定されていること。 

（４） 当該年度の前年度に当該サービス

事業所に在籍していた利用者が、当該サ

ービス事業所の利用を終了し、一般就労

へ移行していること。 

（５） 当該年度を通じてアフターケアを

実施していること。 

（６） 当該年度から起算して過去３年度

７万２，０００円に当該年

度の初日に在籍する障がい

者の数を乗じて得た額 
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以内に東京都の福祉サービス第三者評

価を受け、かつ、当該評価の結果を受け

て改善の措置を講じていること。 

障がい者雇用 

加算額 

次の各号のいずれかに該当する者を職員

配置基準を超えて雇用した場合において、

当該超えた人数の勤務時間の合計が４０

０時間を超えるサービス事業所 

（１） 次に掲げる手帳の交付を受けた者 

ア 身体障害者福祉法に基づく身体障

害者手帳 

イ 東京都愛の手帳交付要綱（昭和４２

年民児精発第５８号）に基づく愛の手

帳その他これに類する手帳 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和２５年法律第１２３

号）に基づく精神障害者保健福祉手帳 

（２） ６０歳以上６５歳未満の者 

（３） 寡婦、寡夫その他これらに準 

ずる者 

次の各号に掲げる勤務時間

の合計に応じ、それぞれ当

該各号に定める額 

（１） ４００時間以上 

８００時間未満  

４３万５，０００円 

（２） ８００時間以上 

１，２００時間未満  

７２万６，０００円 

（３） １，２００時間以上

１，６００時間未満  

１０１万６，０００円 

（４） １，６００時間以上

２，０００時間未満  

１３０万６，０００円 

（５） ２，０００時間以上

２，４００時間未満  

１５９万７，０００円 

（６） ２，４００時間以上 

１８８万７，０００円 

福祉サービス第

三者評価の受審

経費補助額 

東京都の福祉サービス第三者評価を受け

るサービス事業所 

評価機関に支払った額 

ただし、６０万円を限度と

する 
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備考 

１ 福祉サービス第三者評価とは、社会福祉法第７８条の規定により東京都の認証を

受けた福祉サービス第三者評価機関による評価をいう。 

２ 障害支援区分とは、法第２１条第１項の規定により市が認定した法第４条第４項

の障害支援区分をいう。 

３ 医療的ケアとは、障害支援区分認定の実施について（平成２６年３月３日付け障

発０３０３第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）別添２の医師意

見書「４．特別な医療（現在、定期的あるいは頻回に受けている医療）」欄に掲げる

処置内容に係る医療行為をいう。 

４ 短期入所とは、法第５条第８項の短期入所をいう。 

５ アフターケアとは、当該サービス事業所を退所した者であって、自立への支援が

必要と認められるものに対し、支援の計画書を作成し、支援を実施することをいう。 

６ 職員配置基準とは、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

の基準に関する条例（平成２４年東京都条例第１５５号）の規定による職員の配置

基準をいう。 

（注）備考第２項及び第４項の「法」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）をいう。 

 

＜補助金交付額の推移＞                        （単位：円） 

 2018年度 

（決算額） 

2019年度 

（決算額） 

2020年度 

（決算額） 

2021年度 

（決算額） 

2022年度 

（予算額） 

補助金交付額 13,521,000 12,346,000 13,182,000 14,906,500 13,436,000 

 

 

 

 


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



